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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記外部装
置に送信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルを前記外部装置に送信する
送信手段と、
　前記無線接続が切断された後に確立された際、もしくは、前記受信電界強度が所定値よ
りも小さくなった後に所定値よりも大きくなった際に、前記通信装置の所定の操作部の状
態を確認する確認手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記確認手段により確認された前記所
定の操作部の状態に基づいて、前記送信手段が送信する前記異なるデータファイルを第２
のデータファイルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記通信装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは前記複
数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合の前記第１のデータファイル
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の次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファ
イルの前の順番のデータファイルであることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　通信装置であって、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記外部装
置に送信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルを前記外部装置に送信する
送信手段と、
　前記検出手段によって前記無線接続の切断、もしくは、前記受信電界強度が所定値より
も小さくなったことが検出されるまでの前記外部装置との前記無線接続の接続状態の期間
を計測する計測手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記計測手段により計測された前記期
間に基づいて、前記送信手段が送信する前記異なるデータファイルを第２のデータファイ
ルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記通信装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは前記複
数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合の前記第１のデータファイル
の次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファ
イルの前の順番のデータファイルである、ことを特徴とする通信装置。
【請求項３】
　通信装置であって、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記外部装
置から受信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルの送信を前記外部装置に
要求する要求手段と、
　前記無線接続が切断された後に確立された際、もしくは、前記受信電界強度が所定値よ
りも小さくなった後に所定値よりも大きくなった際に、前記通信装置の所定の操作部の状
態を確認する確認手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記確認手段により確認された前記所
定の操作部の状態に基づいて、前記要求手段が要求する前記異なるデータファイルを、第
２のデータファイルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記外部装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは前記複
数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合に前記第１のデータファイル
の次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファ
イルの前の順番のデータファイルである、ことを特徴とする通信装置。
【請求項４】
　通信装置であって、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
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検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記外部装
置から受信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルの送信を前記外部装置に
要求する要求手段と、
　前記検出手段によって前記無線接続の切断、もしくは、前記受信電界強度が所定値より
も小さくなったことが検出されるまでの前記外部装置との前記無線接続の接続状態の期間
を計測する計測手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記計測手段により計測された前記期
間に基づいて、前記要求手段が要求する前記異なるデータファイルを第２のデータファイ
ルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記外部装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは前記複
数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合に前記第１のデータファイル
の次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファ
イルの前の順番のデータファイルである、ことを特徴とする通信装置。
【請求項５】
　前記要求手段は、要求すべきデータファイルが既に前記外部装置から取得済みのデータ
ファイルであった場合には、データファイルの送信を前記外部装置に要求しないことを特
徴とする請求項３または４に記載の通信装置。
【請求項６】
　データ供給装置と、データ処理装置を有するシステムであって、
　前記データ供給装置が、
　前記データ供給装置と前記データ処理装置との無線接続の切断、もしくは、受信電界強
度が所定値よりも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記データ
処理装置に送信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルを前記データ処理装
置に送信する送信手段と、
　前記無線接続が切断された後に確立された際、もしくは、前記受信電界強度が所定値よ
りも小さくなった後に所定値よりも大きくなった際に、前記データ供給装置の所定の操作
部の状態を確認する確認手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記確認手段により確認された前記所
定の操作部の状態に基づいて、前記送信手段が送信する前記異なるデータファイルを第２
のデータファイルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記データ供給装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは
前記複数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合の前記第１のデータフ
ァイルの次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデー
タファイルの前の順番のデータファイルである、ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項７】
　データ供給装置と、データ処理装置を有するシステムであって、
　前記データ供給装置が、
　前記データ供給装置と前記データ処理装置との無線接続の切断、もしくは、受信電界強
度が所定値よりも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
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　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記データ
処理装置に送信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルを前記データ処理装
置に送信する送信手段と、
　前記検出手段によって前記無線接続の切断、もしくは、前記受信電界強度が所定値より
も小さくなったことが検出されるまでの前記データ処理装置との前記無線接続の接続状態
の期間を計測する計測手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記計測手段により計測された前記期
間に基づいて、前記送信手段が送信する前記異なるデータファイルを第２のデータファイ
ルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記データ供給装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは
前記複数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合の前記第１のデータフ
ァイルの次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデー
タファイルの前の順番のデータファイルである、ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項８】
　データ供給装置と、データ処理装置を有するシステムであって、
　前記データ処理装置が、
　前記データ供給装置と前記データ処理装置との無線接続の切断、もしくは、受信電界強
度が所定値よりも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記データ
供給装置から受信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルの送信を前記デー
タ供給装置に要求する要求手段と、
　前記無線接続が切断された後に確立された際、もしくは、前記受信電界強度が所定値よ
りも小さくなった後に所定値よりも大きくなった際に、前記データ処理装置の所定の操作
部の状態を確認する確認手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記確認手段により確認された前記所
定の操作部の状態に基づいて、前記要求手段が要求する前記異なるデータファイルを、第
２のデータファイルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記データ供給装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは
前記複数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合に前記第１のデータフ
ァイルの次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデー
タファイルの前の順番のデータファイルである、ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項９】
　データ供給装置と、データ処理装置を有するシステムであって、
　前記データ処理装置が、
　前記データ供給装置と前記データ処理装置との無線接続の切断、もしくは、受信電界強
度が所定値よりも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記データ
供給装置から受信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルの送信を前記デー
タ供給装置に要求する要求手段と、
　前記検出手段によって前記無線接続の切断、もしくは、前記受信電界強度が所定値より
も小さくなったことが検出されるまでの前記データ供給装置との前記無線接続の接続状態
の期間を計測する計測手段と、
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　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記計測手段により計測された前記期
間に基づいて、前記要求手段が前記データ供給装置に要求する前記異なるデータファイル
を第２のデータファイルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有
し、
　前記データ供給装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは
前記複数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合に前記第１のデータフ
ァイルの次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデー
タファイルの前の順番のデータファイルである、ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項１０】
　通信装置の制御方法であって、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出工程と、
　前記検出工程において前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立された
こと、もしくは、前記検出工程において前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったこ
とが検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定工
程と、
　前記判定工程における前記判定に応じて、前記検出工程による前記検出の前に前記外部
装置に送信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルを前記外部装置に送信す
る送信工程と、
　前記無線接続が切断された後に確立された際、もしくは、前記受信電界強度が所定値よ
りも小さくなった後に所定値よりも大きくなった際に、前記通信装置の所定の操作部の状
態を確認する確認工程と、
　前記判定工程で前記判定が為された場合に、前記確認工程で確認された前記所定の操作
部の状態に基づいて、前記送信工程で送信される前記異なるデータファイルを第２のデー
タファイルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定工程と、を有し、
　前記第２のデータファイルは前記通信装置が保持している複数のデータファイルを予め
定められた基準でソートした場合の前記第１のデータファイルの次の順番のデータファイ
ルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファイルの前の順番のデータフ
ァイルである、ことを特徴とする制御方法。
【請求項１１】
　通信装置の制御方法であって、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出工程と、
　前記検出工程において前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立された
こと、もしくは、前記検出工程において前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったこ
とが検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定工
程と、
　前記判定工程における前記判定に応じて、前記検出工程による前記検出の前に前記外部
装置に送信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルを前記外部装置に送信す
る送信工程と、
　前記検出工程によって前記無線接続の切断、もしくは、前記受信電界強度が所定値より
も小さくなったことが検出されるまでの前記外部装置との前記無線接続の接続状態の期間
を計測する計測工程と、
　前記判定工程で前記判定が為された場合に、前記計測工程で計測された前記期間に基づ
いて、前記送信工程で送信される前記異なるデータファイルを第２のデータファイルと第
３のデータファイルのいずれかに決定する決定工程と、を有し、
　前記第２のデータファイルは前記通信装置が保持している複数のデータファイルを予め
定められた基準でソートした場合の前記第１のデータファイルの次の順番のデータファイ
ルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファイルの前の順番のデータフ
ァイルである、ことを特徴とする制御方法。
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【請求項１２】
　通信装置の制御方法であって、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出工程と、
　前記検出工程において前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立された
こと、もしくは、前記検出工程において前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったこ
とが検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定工
程と、
　前記判定工程における前記判定に応じて、前記検出工程による前記検出の前に前記外部
装置から受信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルの送信を前記外部装置
に要求する要求工程と、
　前記無線接続が切断された後に確立された際、もしくは、前記受信電界強度が所定値よ
りも小さくなった後に所定値よりも大きくなった際に、前記通信装置の所定の操作部の状
態を確認する確認工程と、
　前記判定工程で前記判定が為された場合に、前記確認工程で確認された前記所定の操作
部の状態に基づいて、前記要求工程で要求する前記異なるデータファイルを、第２のデー
タファイルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定工程と、を有し、
　前記第２のデータファイルは前記外部装置が保持している複数のデータファイルを予め
定められた基準でソートした場合に前記第１のデータファイルの次の順番のデータファイ
ルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファイルの前の順番のデータフ
ァイルである、ことを特徴とする制御方法。
【請求項１３】
　通信装置の制御方法であって、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出工程と、
　前記検出工程において前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立された
こと、もしくは、前記検出工程において前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったこ
とが検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定工
程と、
　前記判定工程における前記判定に応じて、前記検出工程による前記検出の前に前記外部
装置から受信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルの送信を前記外部装置
に要求する要求工程と、
　前記検出工程で前記無線接続の切断、もしくは、前記受信電界強度が所定値よりも小さ
くなったことが検出されるまでの前記外部装置との前記無線接続の接続状態の期間を計測
する計測工程と、
　前記判定工程で前記判定が為された場合に、前記計測工程で計測された前記期間に基づ
いて、前記要求工程で要求する前記異なるデータファイルを第２のデータファイルと第３
のデータファイルのいずれかに決定する決定工程と、を有し、
　前記第２のデータファイルは前記外部装置が保持している複数のデータファイルを予め
定められた基準でソートした場合に前記第１のデータファイルの次の順番のデータファイ
ルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファイルの前の順番のデータフ
ァイルである、ことを特徴とする制御方法。
【請求項１４】
　請求項１０から１３のいずれか１項に記載の制御方法の各工程をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信により装置間でデータファイルを送受信するための、データ供給装
置、データ処理装置、データ通信システム及びプログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　一般に、機器間での近接無線転送を実行するものとして、ＲＦＩＤ（Radio FrequencyI
Dentification）や、ＮＦＣ（Near Field Communication）技術が知られている。（例え
ば、非特許文献１、非特許文献２）また、「TransferJet」と呼ばれる近接無線転送技術
が存在する。これらの転送技術では、通信距離が非常に短く、通信を行う機器同士を近づ
けると接続し、遠ざけると切断するように制御される。
【０００３】
　一般に、データ供給装置が、保存している画像を無線通信でデータ出力装置へ伝送して
印刷させる為には、ユーザは画像を選択するなどの複雑な操作が必要であり、操作の簡素
化が望まれている。このような要望に対し、特許文献１では、多数の画像データファイル
を保有している画像供給装置と画像保存装置が、無線通信の確立に応じてそれら多数の画
像データファイルを自動的に転送することによりユーザ利便性の向上させる技術が記載さ
れている。
【特許文献１】特開２００５－２２３５１８号公報
【非特許文献１】ＪＩＳ規格　「X6319-4 2005年版」
【非特許文献２】ＩＳＯ規格　「ISO 18092:2004」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したように、画像供給装置の転送に関わる一連の操作は、ユーザに複雑な操作を要
求し、利便性が悪いという技術的課題が存在する。また特許文献１の技術では、無線通信
の確立に応じて保有されている複数の画像データが転送されるため、転送する画像データ
ファイルをユーザが選択することはできないという技術的課題が存在する。
【０００５】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、装置間に確立された無
線通信を用いたデータファイルの転送において、ユーザの簡単な操作により、転送するデ
ータファイルの選択にユーザの意図を反映可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するための本発明の一態様による通信装置は、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記外部装
置に送信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルを前記外部装置に送信する
送信手段と、
　前記無線接続が切断された後に確立された際、もしくは、前記受信電界強度が所定値よ
りも小さくなった後に所定値よりも大きくなった際に、前記通信装置の所定の操作部の状
態を確認する確認手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記確認手段により確認された前記所
定の操作部の状態に基づいて、前記送信手段が送信する前記異なるデータファイルを第２
のデータファイルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記通信装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは前記複
数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合の前記第１のデータファイル
の次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファ
イルの前の順番のデータファイルである。
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【０００７】
　また、上記の目的を達成するための本発明の他の態様による通信装置は、
　外部装置との無線接続の切断、もしくは、前記外部装置からの受信電界強度が所定値よ
りも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記外部装
置に送信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルを前記外部装置に送信する
送信手段と、
　前記検出手段によって前記無線接続の切断、もしくは、前記受信電界強度が所定値より
も小さくなったことが検出されるまでの前記外部装置との前記無線接続の接続状態の期間
を計測する計測手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記計測手段により計測された前記期
間に基づいて、前記送信手段が送信する前記異なるデータファイルを第２のデータファイ
ルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記通信装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは前記複
数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合の前記第１のデータファイル
の次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデータファ
イルの前の順番のデータファイルである。
【０００８】
　更に、上記の目的を達成するための本発明の他の態様によるデータ通信システムは、
　データ供給装置と、データ処理装置を有するシステムであって、
　前記データ供給装置が、
　前記データ供給装置と前記データ処理装置との無線接続の切断、もしくは、受信電界強
度が所定値よりも小さくなったことを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記無線接続の切断が検出された後に前記無線接続が確立されたこ
と、もしくは、前記検出手段により前記受信電界強度が所定値よりも小さくなったことが
検出された後に前記受信電界強度が所定値よりも大きくなったことを判定する判定手段と
、
　前記判定手段による前記判定に応じて、前記検出手段による前記検出の前に前記データ
処理装置に送信した第１のデータファイルとは異なるデータファイルを前記データ処理装
置に送信する送信手段と、
　前記無線接続が切断された後に確立された際、もしくは、前記受信電界強度が所定値よ
りも小さくなった後に所定値よりも大きくなった際に、前記データ供給装置の所定の操作
部の状態を確認する確認手段と、
　前記判定手段により前記判定が為された場合に、前記確認手段により確認された前記所
定の操作部の状態に基づいて、前記送信手段が送信する前記異なるデータファイルを第２
のデータファイルと第３のデータファイルのいずれかに決定する決定手段と、を有し、
　前記データ供給装置は、複数のデータファイルを保持し、前記第２のデータファイルは
前記複数のデータファイルを予め定められた基準でソートした場合の前記第１のデータフ
ァイルの次の順番のデータファイルであり、前記第３のデータファイルは前記第１のデー
タファイルの前の順番のデータファイルである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、装置間に確立された無線通信を用いたデータファイルの転送において
、ユーザの簡単な操作により、転送するデータファイルの選択にユーザの意図を反映させ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】



(9) JP 5171436 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

【００１０】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１１】
　＜第１実施形態＞
　第１実施形態では、近接無線転送技術を使用したデータ通信システムにおいて、近接無
線通信の接続／切断に応じて、前回とは異なるデータファイルを転送する。なお、本実施
形態では、通信対象のデータファイルとして画像データファイルを用いた場合を説明する
。
【００１２】
　図１は、第１実施形態によるデータ供給装置としてのデジタルカメラ１０１（以下、Ｄ
ＳＣ１０１）の構成例を示すブロック図である。データファイルを保有し、これを無線通
信により供給するデータ供給装置としてＤＳＣ１０１を適用した例を示すが、データ供給
装置として適用可能な装置はこれに限られるものではない。
【００１３】
　図１において、無線データ送受信部１０２は、近接無線転送のための無線接続を外部装
置との間で確立し、無線接続の確立、切断等をアプリケーション部１０７に通知する。撮
像部１０３は、レンズ光学系、撮像素子、Ａ／Ｄコンバータを備え、被写体を撮影して得
られた画像をデータファイルとして出力する。状態判断部１０４は、ＤＳＣ１０１におけ
る各種操作部品の操作状態を判断する。本実施形態では、状態判断部１０４は、無線接続
の切断を検出し、これをアプリケーション部１０７に通知する。表示部１０５は、液晶パ
ネルを具備し、電子ビューファインダ（ＥＶＦ）のための表示や、記憶部１０６に保持さ
れた画像データファイルの表示等を行う。記憶部１０６は、撮像部１０３が出力する画像
データファイルを記憶する。アプリケーション部１０７はＤＳＣ１０１における各種制御
を実行する。例えば、アプリケーション部１０７は、無線データ送受信部１０２からの無
線接続の確立の通知や、切断の通知に基づいて、無線データ送受信部１０２から送信すべ
き画像データファイルを選択する。
【００１４】
　図２は、第１実施形態における、上記データ供給装置から画像データファイルを受信す
るデータ処理装置としてのプロジェクタ２０１（以下、ＰＪ２０１）の構成例を示すブロ
ック図である。データ供給装置からのデータファイルを受信するデータ処理装置としてＰ
Ｊ２０１を適用した例を示すが、データ処理装置として適用可能な装置はこれに限られる
ものではない。
【００１５】
　図２において、無線ポート２０２は無線データ送受信部２０３を有し、外部装置との間
で近接無線転送のための無線接続を確立する。画像出力部２０４は、投影光源、光学系を
有し、記憶部２０６に記憶された画像データファイルに基づく画像を外部スクリーンに投
影する。状態判断部２０５は、ＰＪ２０１における各種操作部品の操作状態を判断する。
記憶部２０６は、無線データ送受信部２０３を介して外部装置より受信した画像データフ
ァイルを記憶する。アプリケーション部２０７はＰＪ２０１における各種制御を実行する
。
【００１６】
　図３は第１実施形態によるデータ通信システムの構成を示す図である。ＤＳＣ１０１、
ＰＪ２０１、無線ポート２０２については上述したとおりである。なお、本実施形態では
、ＰＪ２０１は無線ポート２０２と接続されているとするが、無線ポート２０２がＰＪ２
０１に内蔵されている構成でもよい。無線ポート２０２とＤＳＣ１０１は、無線データ送
受信部１０２と無線データ送受信部２０３により近接無線転送技術を使用して、ＤＳＣ１
０１の記憶部１０６に存在する画像データファイルの転送を行うことが可能である。ＰＪ
２０１に転送された画像データファイルは、画像出力部２０４の働きにより、スクリーン
３０１へと投影される。
【００１７】
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　以上のような構成を備えた本実施形態のデータ通信システムにおけるデータファイルの
転送のためのシーケンスについて、図４、図６及び図７のシーケンス図、図１２のフロー
チャートを参照して説明する。なお、各シーケンス図において、DSC-AppはＤＳＣ１０１
のアプリケーション部１０７を、DSC-NetworkはＤＳＣ１０１の無線データ送受信部１０
２を示す。また、PJ-Networkは無線ポート２０２の無線データ送受信部２０３を、PJ-App
はＰＪ２０１のアプリケーション部２０７を示す。また、図１２のフローチャートはＤＳ
Ｃ１０１のアプリケーション部１０７の動作を示す。
【００１８】
　ユーザがＤＳＣ１０１の表示部１０５に表示されている画像データをＰＪ２０１で投影
する場合の、ユーザ操作と装置の動作は以下のようになる。
【００１９】
　まずＤＳＣ１０１を無線ポート２０２の一定距離内に近づける（Ｓ４０１）。すると近
接無線転送技術によって、ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は接続状態となる（Ｓ４０２）。各
装置の内部では、無線データ送受信部１０２，２０３が、接続状態になったことをアプリ
ケーション部１０７，２０７に通知する（Ｓ４０３，Ｓ４０４）。通知を受信した各アプ
リケーション部１０７，２０７は、上位接続を行い（Ｓ４０５）、画像転送状態に入る。
なお、上位接続とは、上位プロトコルが論理的に接続状態となることである。ＤＳＣ１０
１のアプリケーション部１０７は、画像転送状態に入ったことを確認し、自身の表示部１
０５で表示している画像データファイルを記憶部１０６より無線データ送受信部１０２へ
転送する（Ｓ４０６）。近接無線転送技術を用いて、無線ポート２０２の無線データ送受
信部２０３を経由して（Ｓ４０７）、ＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に転送され
た（Ｓ４０８）画像データファイルは、画像出力部２０４でスクリーン３０１へ投影され
る（Ｓ４０９）。
【００２０】
　以上のシーケンスにおけるアプリケーション部１０７処理を図１２のフローチャートに
より説明すると次のようになる。まず、無線データ送受信部１０２より外部装置との間に
おける無線接続の確立の通知を受けると、処理はステップＳ１２０１からステップＳ１２
０２に進む。ステップＳ１２０２において、アプリケーション部１０７はアプリケーショ
ン部２０７との間で上位接続を行い、送信すべき画像を何番目の画像とするかを設定する
。本実施形態では、ｎ番目の画像を送信するものとし、表示部１０５で表示中の画像を送
信するようにｎが設定される。その後、ステップＳ１２０３において、アプリケーション
部１０７は、無線データ送受信部１０２を介してｎ番目の画像データファイルを外部装置
へ送信する。このように、ＤＳＣ１０１と無線ポート２０２を近づけると、ＤＳＣ１０１
に表示中の画像がＰＪ２０１に転送され、投影されるので、簡単な操作でＤＳＣ１０１の
表示画像を投影できる。
【００２１】
　ユーザがＤＳＣ１０１の記憶部１０６に格納されている画像のうち、前回に送信した画
像の次の画像をＰＪ２０１で投影したい場合は、以下のような操作を行う。なお、次の画
像とは、所定の基準（例えば撮影日時）で画像データファイルがソートされた順番におい
て、前回に送信した画像の次の順番に該当する画像であり、その画像データファイルを次
画像データファイルと称する。
【００２２】
　まず無線ポート２０２に近づけてあったＤＳＣ１０１を遠ざける（Ｓ７０１）。ＤＳＣ
１０１と無線ポート２０２とが一定距離以上離れると、近接無線転送技術によって、ＤＳ
Ｃ１０１とＰＪ２０１は切断状態となる（Ｓ７０２）。各装置の内部では、無線データ送
受信部１０２，２０３が、切断状態になったことを検出してアプリケーション部１０７，
２０７に通知する（Ｓ７０３，Ｓ７０４）。通知を受信したアプリケーション部１０７，
２０７の各々は、上位切断タイマを起動する。タイマ値は、装置に設定されていてもよい
し、ユーザによって設定されてもよい。また、ＰＪ２０１において、アプリケーション部
２０７は、切断状態の通知に応じて投影を中止する。
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【００２３】
　ユーザが上位切断タイマのタイムアウト前に、ＤＳＣ１０１を無線ポート２０２に近づ
けた場合（Ｓ７０５）、再度ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は接続状態となる（Ｓ７０６）。
そして、無線データ送受信部１０２，２０３は接続状態になったことをアプリケーション
部１０７，２０７に通知する（Ｓ７０７，７０８）。各アプリケーション部１０７，２０
７は、この通知により接続状態が復帰したことを検知し、それぞれの機器で上位切断タイ
マを停止する。通知を受けたＤＳＣ１０１のアプリケーション部１０７は、次画像データ
ファイルを記憶部１０６よりＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に転送する（Ｓ７０
９－Ｓ７１２）。ＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に転送された次画像データファ
イルは、画像出力部２０４でスクリーン３０１へ投影される（Ｓ７１３）。ここでＤＳＣ
１０１側では、ＰＪ２０１に送信した画像データファイルを自身の表示部１０５で表示す
るように構成してもよい（Ｓ７１４）。なお、切断状態の時には画像の投影を継続する構
成にしてもよい。このように、ＤＳＣ１０１と無線ポート２０２とを遠ざけてからタイム
アウト前に再度近づけると、ＤＳＣ１０１から次の画像がＰＪ２０１に転送され、投影画
像を更新できる。この動作をユーザが繰り返せば、簡単な操作で投影画像を次々と更新で
きる。
【００２４】
　ユーザがＤＳＣ１０１の記憶部１０６に格納されている前の画像をＰＪ２０１で投影し
たい場合は、以下のような操作を行う。なお、前の画像とは、所定の基準で画像データフ
ァイルがソートされた順番において、前回に送信した画像の手前の順番に該当する画像で
あり、対応する画像データファイルを前画像データファイルと称する。
【００２５】
　まず無線ポート２０２に近づけてあったＤＳＣ１０１を遠ざける（Ｓ７１５）。すると
近接無線転送技術によって、ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は切断状態となる（Ｓ７１６）。
各装置の内部では、切断状態になったことをアプリケーション部１０７，２０７に通知す
る（Ｓ７１７，Ｓ７１８）。通知を受信した各アプリケーション部１０７，２０７は、上
位切断タイマを起動し、ＰＪ２０１では投影を中止する。以上は、Ｓ７０１～Ｓ７０４と
同様である。
【００２６】
　ユーザが上位切断タイマのタイムアウト前に、ＤＳＣ１０１の特定のボタンを押下しな
がら（特定の操作スイッチを操作しながら）近づけた場合（Ｓ７１９）、再度ＤＳＣ１０
１とＰＪ２０１は接続状態となる（Ｓ７２０）。各装置では、無線データ送受信部１０２
，２０３が接続状態になったことをアプリケーション部１０７，２０７に通知する（Ｓ７
２１，７２２）。各アプリケーション部１０７，２０７は、この通知に応じて、接続状態
が復帰したことを検出し、それぞれの機器で上位切断タイマを停止する。通知を受けたＤ
ＳＣ１０１のアプリケーション部１０７は、状態判断部１０４が特定のボタンの押下を検
出すると（Ｓ７２３）、送信画像を前画像データファイルとする（Ｓ７２３）。前画像デ
ータファイルを記憶部１０６よりＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に転送する（Ｓ
７２４～７２７）。ＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に転送された前画像データフ
ァイルは、画像出力部２０４でスクリーン３０１へ投影される（Ｓ７２８）。ここでＤＳ
Ｃ１０１側では、ＰＪ２０１に送信した画像データファイルを自身の表示部１０５で表示
するように構成してもよい（Ｓ７２９）。このように、ＤＳＣ１０１と無線ポート２０２
とを遠ざけてからＤＳＣ１０１の特定ボタンを押下しながらタイムアウト前に再度近づけ
ると、ＤＳＣ１０１から１つ前の画像がＰＪ２０１に転送され、投影画像を更新できる。
この動作をユーザが繰り返せば、簡単な操作で投影画像を次々と戻すことができる。また
、特定ボタンを押下したり、押下せずにＤＳＣ１０１を無線ポート２０２に近づけたり、
遠ざけたりすることにより、簡単な操作で画像を進めたり、戻したりすることができる。
【００２７】
　上位切断タイマがタイムアウトした場合のシーケンスを図６により説明する。各アプリ
ケーション部１０７，２０７で起動した上位切断タイマが、タイムアウトした場合（Ｓ６
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０５）は、上位切断を行い（Ｓ６０７）、画像転送状態を終了する。各アプリケーション
部１０７，２０７は、画像転送状態時の設定をリセットする（Ｓ６０８，Ｓ６０９）。
【００２８】
　以上のシーケンスを実現するＤＳＣ１０１におけるアプリケーション部１０７の処理を
図１２のフローチャートにより説明する。
【００２９】
　アプリケーション部１０７は、無線データ送受信部１０２より無線接続の切断の通知を
受けると、無線接続の状態が変化したと判断して、処理をステップＳ１２０４からステッ
プＳ１２０５へ進める。ステップＳ１２０５において、アプリケーション部１０７は、上
位切断タイマを起動する。そして、上位切断タイマのタイムアップ前に、無線データ送受
信部１０２からの無線接続が接続状態となったことの通知を受けると、アプリケーション
部１０７は無線接続が復帰したと判断して処理をステップＳ１２０６からステップＳ１２
０８へ進める。そして、ステップＳ１２０８において、アプリケーション部１０７は、上
位接続タイマを停止する。そして、ステップＳ１２０９において、アプリケーション部１
０７は、特定のボタンが押下されているか否かを状態判断部１０４からの通知の有無に基
づいて判断する。そして、押下されていないと判定された場合は、次画像データファイル
を選択するためにステップＳ１２１０でｎを１つインクリメントする。一方、特定のボタ
ンが押下されていると判定された場合は、前画像データファイルを選択するためにステッ
プＳ１２１１でｎを１つデクリメントする。そして、ステップＳ１２０３において、アプ
リケーション部１０７はｎ番目の画像データファイルを、無線データ送受信部１０２を介
してＰＪ２０１へ送信する。また、接続の復帰が検出される前に上位切断タイマがタイム
アップした場合は、ステップＳ１２０７からステップＳ１２１２へ処理が進み、アプリケ
ーション部１０７は上位接続を解除し、当該処理を終了する。
【００３０】
　なお、ＰＪ２０１のアプリケーション部２０７の動作については、図４、図６、図７の
シーケンス図から明らかであるので、フローチャートの提示を省略する。
【００３１】
　以上、本発明の無線画像出力システムで近接無線転送技術の接続／切断に応じて、ＤＳ
Ｃの制御によって前回とは異なる画像データファイルを転送する動作の説明を行ったが、
適用可能な無線通信はこれに限られるものではない。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）やＮＦＣなどの無線技術の接続／切断を使用することも可能である。
【００３２】
　また、送信画像を次画像／前画像とするタイミングを、再度近づけた後と説明したが、
再度近づける前の切断のタイミングとすることも可能である。つまり、ＤＳＣ１０１が無
線ポート２０２に置かれていた時間に応じて、再度近づけた際に送信する画像を次画像か
前画像かを変えるようにしてもよい。例えば、ＤＳＣ１０１が無線ポート２０２に１秒間
も置かれていなければ、再接続時には、次画像を転送し、１秒以上置かれてから切断した
場合は、前画像を転送するようにしてもよい。もちろん、一定時間置かれていない場合の
再接続時には前画像を転送し、一定時間以上置かれてからの再接続時には次画像を転送す
るようにしてもよい。
【００３３】
　更に、ボタンを押下しながら接続処理をすることにより前画像の選択を指示する構成を
説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、無線ポート２０２にＤＳＣ
１０１を裏返して近づける、加速度をつけて近づけるなど、状態が変わったことがセンサ
などによって認識できる構成であれば、その構成でボタン操作を代替することが可能であ
る。また、ボタンを押下しながら接続した場合には次画像を送信し、押下されていなけれ
ば前画像を転送するようにしてもよい。
【００３４】
　以上のように、第１実施形態によれば、無線データ送受信部１０２から無線接続の状態
の変化を検出した旨の通知を受けてから、所定の時間内（上位切断タイマがタイムアップ
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する前）に無線接続の状態が復帰したかどうかが判断される。そして、所定の時間内に復
帰したと判定された場合には、当該復帰の前の無線接続で送信したデータファイルと異な
るデータファイルを送信するよう送信制御画行われる。従って、ユーザが画像供給装置を
画像出力装置に近づけたり、遠ざけたりすることにより、画像出力装置が出力する画像デ
ータを変更することが可能となる。つまり、ユーザは簡単な操作のみで、選択画像の出力
を行うことが可能となる。
【００３５】
　＜第２実施形態＞
　第１実施形態では、ＤＳＣ１０１側で送信するデータファイルを、次画像データファイ
ルとするか前画像データファイルとするかを決定した。第２実施形態では、近接無線転送
技術を使用したシステムにおいて、ＰＪ２０１側でＤＳＣ１０１から転送される画像デー
タファイルを次画像データファイルとするか前画像データファイルとするかを決定する。
なお、第２実施形態のＤＳＣ１０１、ＰＪ２０１及びデータ通信システムの構成は、第１
実施形態（図１～図３）で説明したとおりである。以下、近接無線転送技術の接続／切断
に応じて、前回とは異なる画像データファイルを転送する第２実施形態の動作を図５、図
６、および図８のシーケンス図と、図１３のフローチャートを用いて説明する。
【００３６】
　ユーザがＤＳＣ１０１の表示部１０５に表示されている画像データをＰＪ２０１で投影
する場合は、以下の操作を行う。
【００３７】
　まずＤＳＣ１０１を無線ポート２０２の一定距離以内に近づける（Ｓ５０１）。すると
近接無線転送技術によって、ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は接続状態となる（Ｓ５０２）。
各装置の内部では、接続状態になったことをアプリケーション部１０７，２０７に通知す
る（Ｓ５０３，Ｓ５０４）。通知を受信した各アプリケーション部１０７，２０７は、上
位接続を行い（Ｓ５０５）、画像転送状態に入る。ＰＪ２０１は、画像転送状態に入った
ことを確認し、ＤＳＣ１０１の表示部１０５で表示している画像データファイルの転送を
要求する（Ｓ５０６～５０８）。画像データファイル転送の要求を受けたＤＳＣ１０１の
アプリケーション部１０７は、表示中の画像データファイルを記憶部１０６より無線デー
タ送受信部１０２へ転送する（Ｓ５０９）。近接無線転送技術を用いて、無線ポート２０
２の無線データ送受信部２０３を経由して（Ｓ５１０）、ＰＪ２０１のアプリケーション
部２０７に転送された（Ｓ５１１）画像データファイルは、画像出力部２０４でスクリー
ン３０１へ投影される（Ｓ５１２）。
【００３８】
　以上のシーケンスにおけるアプリケーション部２０７処理を図１３のフローチャートに
より説明すると次のようになる。まず、無線データ送受信部２０３より外部装置（ＤＳＣ
１０１）との間における無線接続の確立の通知を受けると、処理はステップＳ１３０１か
らステップＳ１３０２に進む。ステップＳ１３０２において、アプリケーション部２０７
はアプリケーション部１０７との間で上位接続を行う。そして、ステップＳ１３０３にお
いて、アプリケーション部２０７は、無線データ送受信部２０３を介して画像データファ
イルの送信を要求する画像送信要求を外部装置（ＤＳＣ１０１）へ送信する。ＤＳＣ１０
１は、ＰＪ２０１の画像送信要求に応じて、表示部１０５に現在表示中の画像データファ
イルをＰＪ２０１に送信する。ステップＳ１３０４において、ＰＪ２０１はＤＳＣ１０１
より送信された画像データファイルを受信する。
【００３９】
　ユーザがＤＳＣ１０１の記憶部１０６に格納されている次の画像（次画像データファイ
ル）をＰＪ２０１で投影したい場合は、以下のような操作を行う。
【００４０】
　まず無線ポート２０２に近づけてあったＤＳＣ１０１を遠ざける（Ｓ８０１）。ＤＳＣ
１０１と無線ポート２０２が一定距離以上遠ざかると近接無線転送技術によって、ＤＳＣ
１０１とＰＪ２０１は切断状態となる（Ｓ８０２）。各装置の内部では、切断状態になっ
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たことをアプリケーション部１０７，２０７に通知する（Ｓ８０３，８０４）。通知を受
信した各アプリケーション部１０７，２０７は、上位切断タイマを起動する。タイマ値は
あらかじめ装置が持っている構成でも、ユーザによって設定できる構成でもよい。また、
ＰＪ２０１では投影を中止する。
【００４１】
　ユーザが上位切断タイマのタイムアウト前に、ＤＳＣ１０１を無線ポート２０２に近づ
けた場合（Ｓ８０５）、再度ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は接続状態となる（Ｓ８０６）。
そして、無線データ送受信部１０２，２０３は、接続状態になったことをアプリケーショ
ン部１０７，２０７に通知する（Ｓ８０７，Ｓ８０８）。通知を受けたＰＪ２０１のアプ
リケーション部２０７は、次画像データファイルの転送を要求する（Ｓ８０９～Ｓ８１１
）。各アプリケーション部１０７，２０７は、それぞれの機器で上位切断タイマを停止す
る。次画像データファイル転送の要求を受けたＤＳＣ１０１のアプリケーション部１０７
は、画像データファイルを記憶部１０６より無線データ送受信部１０２へ転送する（Ｓ８
１２）。画像データファイルは、近接無線転送技術を用いて、無線ポート２０２の無線デ
ータ送受信部２０３を経由して（Ｓ８１３）、ＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に
転送される（Ｓ８１４）。こうして転送された画像データファイルは、画像出力部２０４
でスクリーン３０１へ投影される（Ｓ８１５）。ここでＤＳＣ１０１側では、ＰＪ２０１
に送信した画像データファイルを自身の表示部１０５で表示するように構成してもよい（
Ｓ８１６）。なお、切断状態の時には画像の投影を継続する構成にしてもよい。
【００４２】
　一方、ユーザがＤＳＣ１０１の記憶部１０６に格納されている前の画像をＰＪ２０１で
投影したい場合は、以下のような操作を行う。
【００４３】
　まず無線ポート２０２に近づけてあったＤＳＣ１０１を遠ざける（Ｓ８１７）。すると
近接無線転送技術によって、ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は切断状態となる（Ｓ８１８）。
各装置の内部では、切断状態になったことをアプリケーション部１０７，２０７に通知す
る（Ｓ８１９，Ｓ８２０）。通知を受信した各アプリケーション部１０７，２０７は、上
位切断タイマを起動し、ＰＪ２０１では投影を中止する。ユーザが上位切断タイマのタイ
ムアウト前に、ＰＪ２０１の特定のボタンを押下しながらＤＳＣ１０１を無線ポート２０
２に近づけた場合（Ｓ８２１）、再度ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は接続状態となる（Ｓ８
２２）。そして、無線データ送受信部１０２，２０３は、接続状態になったことをアプリ
ケーション部１０７，２０７に通知する（Ｓ８２３，Ｓ８２４）。各アプリケーション部
１０７，２０７は、それぞれの機器で上位切断タイマを停止する。通知を受けたＰＪ２０
１のアプリケーション部２０７は、状態判断部２０５の判断により、ボタンの押下を検出
（Ｓ８２５）すると、前画像データファイルの転送を要求する（Ｓ８２６～８２８）。
【００４４】
　前画像データファイル転送の要求を受けたＤＳＣ１０１のアプリケーション部１０７は
、画像データファイルを記憶部１０６より無線データ送受信部１０２へ転送する（Ｓ８２
９）。画像データファイルは、近接無線転送技術を用いて、無線ポート２０２の無線デー
タ送受信部２０３を経由して（Ｓ８３０）、ＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に転
送される（Ｓ８３１）。こうして転送された画像データファイルは、画像出力部２０４で
スクリーン３０１へ投影される（Ｓ８３２）。ここでＤＳＣ１０１側では、ＰＪ２０１に
送信した画像データファイルを自身の表示部１０５で表示するように構成してもよい（Ｓ
８３３）。
【００４５】
　なお、各アプリケーション部１０７，２０７で起動した上位切断タイマが、タイムアウ
トした場合のシーケンスは、第１実施形態（図６）で説明したとおりである。
【００４６】
　以上のシーケンスを実現するＰＪ２０１におけるアプリケーション部２０７の処理を図
１３のフローチャートにより説明する。
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【００４７】
　アプリケーション部２０７は、無線データ送受信部２０３より無線接続の切断の通知を
受けると、無線接続の状態が変化したと判定して、処理をステップＳ１３０５からステッ
プＳ１３０６へ進める。ステップＳ１３０６において、アプリケーション部２０７は、上
位切断タイマを起動する。そして、上位切断タイマのタイムアップ前に、無線データ送受
信部２０３からの無線接続が接続状態となったことの通知を受けると、無線接続の状態が
復帰したと判定する。そして、アプリケーション部２０７は、ステップＳ１３０７からス
テップＳ１３０９へ処理を進め、上位接続タイマを停止する。そして、ステップＳ１３１
０においてＰＪ２０１の特定のボタンが押下されているか否かを状態判断部２０５からの
通知の有無に基づいて判断する。特定のボタンが押下されていなければ、ステップＳ１３
１１において、アプリケーション部２０７は、次画像データファイルの送信を要求する次
画像送信要求を無線データ送受信部２０３を介してＤＳＣ１０１へ送信する。一方、特定
のボタンが押下されていると判定された場合は、アプリケーション部２０７は、ステップ
Ｓ１３１２において、前画像データファイルを要求する前画像送信要求を無線データ送受
信部２０３を介してＤＳＣ１０１へ送信する。そして、ステップＳ１３１３において、ア
プリケーション部２０７は、無線データ送受信部２０３を介して、ＤＳＣ１０１からの画
像データファイルを受信する。また、接続の復帰が検出される前に上位切断タイマがタイ
ムアップした場合は、ステップＳ１３０８からステップＳ１３１４へ処理が進み、アプリ
ケーション部２０７は上位接続を解除し、当該処理を終了する。
【００４８】
　なお、第２実施形態のＤＳＣ１０１のアプリケーション部１０７は、ＰＪ２０１からの
画像送信要求、前画像送信要求、次画像送信要求に応じて画像データファイルを送信する
ことになる。ＤＳＣ１０１のアプリケーション部１０７の動作については、図５、図６、
図８のシーケンス図から明らかであるので、フローチャートの提示を省略する。
【００４９】
　以上、本発明の無線画像出力システムで近接無線転送技術の接続／切断に応じて、ＤＳ
ＣとＰＪ双方の制御によって前回とは異なる画像データファイルを転送する動作の説明を
行ったが、適用可能な無線通信はこれに限られるものではない。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）やＮＦＣなどの無線技術の接続／切断を使用することも可能である。
【００５０】
　また、送信画像を次画像／前画像とするタイミングを、再度近づけた後と説明したが、
再度近づける前の切断のタイミングとすることも可能である。つまり、ＤＳＣ１０１が無
線ポート２０２に置かれていた時間に応じて、再度近づけた際に要求する画像を次画像か
前画像かを変えるようにしてもよい。
【００５１】
　更に、前画像データファイルを選択するか字画像データファイルを選択するかの指示を
ボタン押下しながら接続処理をすることで行ったが、本発明はこれに限られるものではな
い。例えば、無線ポート２０２にＤＳＣ１０１を裏返して近づける、加速度をつけて近づ
けるなど、状態が変わったことがセンサなどによって認識できる構成であれば、その構成
でボタン操作を代替することが可能である。また、再接続時にＤＳＣ１０１がＰＪ２０１
にボタンが押下されているかいないかを通知するようにし、ＤＳＣ１０１のボタンを押下
して近づけるか、押下せずに近づけるかにより、ＰＪ２０１がＤＳＣ１０１に要求する画
像を変えるようにしてもよい。
【００５２】
　＜第３実施形態＞
　第１、第２実施形態では、転送するデータファイルを選択するために無線接続の状態の
変化として、無線の切断と復帰を利用したが、本発明は、これに限られるものではない。
第３実施形態では、無線接続の状態の変化として、近接無線転送技術の電界強度に応じて
転送する画像データファイルを変更する構成を説明する。なお、第３実施形態のＤＳＣ１
０１、ＰＪ２０１及びデータ通信システムの構成は、第１実施形態（図１～図３）で説明
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したとおりである。以下、第３実施形態の動作を図５、図６、および図９を参照して説明
する。
【００５３】
　まず、ユーザがＤＳＣ１０１の表示部１０５に表示されている画像データをＰＪ２０１
で投影する場合の操作については、第２実施形態（図５）で説明したので省略する。但し
、第３実施形態では、無線接続が切断されない範囲でＤＳＣ１０１と無線ポート２０２と
の距離を変化させ、ＰＪ２０１には、ＤＳＣ１０１が近いか遠いかを判断するために用い
る電界強度しきい値があらかじめ設定されているものとする。
【００５４】
　まずユーザがＤＳＣ１０１の記憶部１０６に格納されている次の画像をＰＪ２０１で投
影したい場合は、以下のような操作を行う。
【００５５】
　無線ポート２０２に近づけてあったＤＳＣ１０１を遠ざける（Ｓ９０１）。すると無線
ポート２０２は電界強度値の通知をし、ＰＪ２０１のアプリケーション部２０７で受信さ
れる（Ｓ９０２）。通知のタイミングは一定間隔や状態に変化があった場合随時などが可
能である。そしてＰＪ２０１の状態判断部２０５では、あらかじめ設定されているしきい
値と、通知された電界強度値の比較を行う。電界強度値がしきい値よりも低かった場合（
Ｓ９０３）、画像出力システムのステータスを変更するため、ＰＪ２０１のアプリケーシ
ョン部２０７から、無線ポート２０２の無線データ送受信部２０３へ、ステータス（弱）
変更メッセージを送信する（Ｓ９０４）。そのメッセージは、近接無線転送技術を用いて
、ＰＪ２０１から無線データ送受信部２０３、１０２を経由して（Ｓ９０５）、ＤＳＣ１
０１のアプリケーション部１０７に送信される（Ｓ９０６）。
【００５６】
　ステータス（弱）変更メッセージを受信したＤＳＣ１０１のアプリケーション部１０７
は、その応答メッセージをＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に送信する（Ｓ９０７
～Ｓ９０９）。各アプリケーション部１０７，２０７は、それぞれの機器のステータスを
変更し、上位切断タイマを起動する。タイマ値はあらかじめ装置に固定された値を用いて
もよいし、ユーザによって設定された値を用いてもよい。また、ＰＪ２０１では投影を中
止する。
【００５７】
　ユーザが上位切断タイマのタイムアウト前に、ＤＳＣ１０１を無線ポート２０２に近づ
け（Ｓ９１０）、電界強度値をＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に通知（Ｓ９１１
）した場合、再度ＰＪ２０１の状態判断部２０５では、しきい値との比較を行う。電界強
度値がしきい値よりも高かった場合（Ｓ９１２）、画像出力システムのステータスを変更
するため、ＰＪ２０１のアプリケーション部２０７から、無線ポート２０２の無線データ
送受信部２０３へ、ステータス（強）変更メッセージを送信する（Ｓ９１３）。そのメッ
セージは、近接無線転送技術を用いて、ＤＳＣ１０１の無線データ送受信部１０２を経由
して（Ｓ９１４）、ＤＳＣ１０１のアプリケーション部１０７に送信される（Ｓ９１５）
。
【００５８】
　ステータス（強）変更メッセージを受信したＤＳＣ１０１のアプリケーション部１０７
は、その応答メッセージをＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に送信する（Ｓ９１６
－Ｓ９１８）。これにより、各アプリケーション部１０７，２０７は、それぞれの機器の
ステータスを変更し、上位切断タイマを停止する。ステータス（強）変更メッセージを受
けたＰＪ２０１のアプリケーション部２０７は、次画像データファイルの転送を要求する
（Ｓ９１９－Ｓ９２１）。次画像データファイル転送の要求を受けたＤＳＣ１０１のアプ
リケーション部１０７は、画像データファイルを記憶部１０６より無線データ送受信部１
０２へ転送する（Ｓ９２２）。近接無線転送技術を用いて、無線ポート２０２の無線デー
タ送受信部２０３を経由して（Ｓ９２３）、ＰＪ２０１のアプリケーション部２０７に転
送された（Ｓ９２４）画像データファイルは、画像出力部２０４でスクリーン３０１へ投
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影される（Ｓ９２５）。ここでＤＳＣ１０１側では、ＰＪ２０１に送信した画像データフ
ァイルを自身の表示部１０５で表示するように構成してもよい（Ｓ９２６）。なお、ＰＪ
２０１のステータスが（弱）状態に変更した時に、画像の投影を継続する構成にしてもよ
い。
【００５９】
　各アプリケーション部１０７，２０７で起動した上位切断タイマが、タイムアウトした
場合（Ｓ６０５）は、上位切断を行い（Ｓ６０７）、画像転送状態を終了する。各アプリ
ケーション部１０７，２０７は、画像転送状態時の設定をリセットする（Ｓ６０８，Ｓ６
０９）。
【００６０】
　以上の第３実施形態によるシーケンスを実現するＰＪ２０１の動作は図１３のフローチ
ャートにより示される。但し、ステップＳ１３０５における接続状態の変化の検出は、無
線接続の受信電界強度が予め定められたしきい値よりも小さくなったことによりなされる
。また、ステップＳ１３０７における無線接続の復帰の検出は、無線接続の受信電界強度
が予め定められたしきい値以上となったことによりなされる。ＤＳＣ１０１の動作は、第
２実施形態と同様に、図５、図６、図９のシーケンス図から明らかである。
【００６１】
　以上、本発明の無線画像出力システムで近接無線転送技術の電界強度に応じて、前回と
は異なる画像データファイルを転送する動作の説明を行ったが、適用可能な無線通信はこ
れに限られるものではない。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＮＦＣなどの無
線技術を使用することも可能である。
【００６２】
　また、第２実施形態のようにボタン押下しながら無線接続を復帰させることで前画像デ
ータファイルの送信をＤＳＣ１０１に送信する構成にすることも可能である。更に、ボタ
ン押下だけでなく、裏返して近づける、加速度をつけて近づけるなど、状態が変わったこ
とがセンサなどによって認識できる構成であれば、その構成でボタン押下を代替すること
が可能である。
【００６３】
　＜第４実施形態＞
　第１～第３実施形態では押しボタンの操作等により画像データファイルの選択を切り換
えた。第４実施形態では、無線接続の接続状態の期間を計測し、計測された期間に基づい
て画像データファイルの選択を切り換える。更に、第４実施形態では、既に送信を行った
前画像データファイルをＰＪ２０１が表示する際には、ＰＪ２０１に保存した画像データ
ファイルを表示させ、ＤＳＣ１０１からの画像データファイルの転送を行わないように制
御する。なお、第４実施形態のＤＳＣ１０１、ＰＪ２０１及びデータ通信システムの構成
は、第１実施形態（図１～図３）で説明したとおりである。以下、第４実施形態の動作を
図４、図６、図１０および図１１を参照して説明する。
【００６４】
　第４実施形態では接続方法の違いとして、接触方法Ａと接触方法Ｂを各装置で判断する
必要がある。まずその接触方法の判断処理について、図１０のフローチャートを用いて説
明する。
【００６５】
　ＤＳＣ１０１と無線ポート２０２が近接無線転送技術で無線接続を行うと（図４）、無
線データ送受信部１０２，２０３からの通知によりアプリケーション部１０７，２０７の
各々は無線接続の確立を検出する（Ｓ１００１）。無線接続の確立を検出すると、各装置
のアプリケーション部１０７，２０７は、接続の維持時間を監視する接続タイマを起動す
る（Ｓ１００２）。タイムアウト値は共通の値を各装置が持っているものとする。そして
各装置のアプリケーション部１０７，２０７は、接続タイマがタイムアウトする前に切断
した場合（Ｓ１００３）、接続タイマを停止し（Ｓ１００４）、当該無線接続が接触処理
Ｂであったと判断する（Ｓ１００５）。一方、接続を維持し続け、接続タイマがタイムア



(18) JP 5171436 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

ウトした場合は（Ｓ１００６）、各装置のアプリケーション部１０７，２０７は、当該無
線接続が接触処理Ａであったと判断する（Ｓ１００７）。ここで、あらかじめタイムアウ
ト値をユーザが設定できるような構成も可能である。
【００６６】
　次に、図４、図６および図１１のシーケンス図を用いて、第４実施形態によるデータ通
信システムの動作シーケンスについて説明する。
【００６７】
　まず、ユーザがＤＳＣ１０１の表示部１０５に表示されている画像データをＰＪ２０１
で投影する場合の操作については、第１実施形態（図４）で説明をしたので省略する。
【００６８】
　ユーザがＤＳＣ１０１の記憶部１０６に格納されている次の画像をＰＪ２０１で投影し
たい場合は、以下のような操作を行う。
【００６９】
　まず、ユーザが無線接続の接続状態を接続タイマがタイムアップするまで維持すること
により、当該無線接続を接触処理Ａに設定する（図１０のＳ１００７）。その後、ユーザ
は、無線ポート２０２に近づけてあったＤＳＣ１０１を遠ざける（Ｓ１１０１）。すると
近接無線転送技術によって、ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は切断状態となる（Ｓ１１０２）
。各装置の内部では、切断状態になったことを各アプリケーション部１０７，２０７に通
知する（Ｓ１１０３，１１０４）。通知を受信した各アプリケーション部１０７，２０７
は、上位切断タイマを起動する。タイマ値はあらかじめ装置が持っている構成でも、ユー
ザによって設定できる構成でもよい。また、ＰＪ２０１では投影を中止する。
【００７０】
　ユーザが上位切断タイマのタイムアウト前に、接触処理Ａを用いてＤＳＣ１０１を無線
ポート２０２に近づけた場合（Ｓ１１０５）、再度ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は接続状態
となる（Ｓ１１０６）。無線データ送受信部１０２，２０３の各々は、アプリケーション
部１０７，２０７の各々に無線接続通知を行う（Ｓ１１０６ａ、Ｓ１１０６ｂ）。各アプ
リケーション部１０７，２０７は、接触処理の判断を行い（Ｓ１１０７，Ｓ１１０８）、
それぞれの機器で上位切断タイマを停止する。接触処理Ａと判断したＤＳＣ１０１のアプ
リケーション部１０７は、次画像データファイルを記憶部１０６よりＰＪ２０１のアプリ
ケーション部２０７に転送する（Ｓ１１０９－Ｓ１１１２）。ＰＪ２０１のアプリケーシ
ョン部２０７に転送された次画像データファイルは、画像出力部２０４でスクリーン３０
１へ投影され（Ｓ１１１３）、ＰＪ２０１の記憶部（２０６）に格納される（Ｓ１１１４
）。ここでＤＳＣ１０１側では、ＰＪ２０１に送信した画像データファイルを自身の表示
部１０５で表示するように構成してもよい（Ｓ１１１５）。なお、切断状態の時には画像
の投影を継続する構成にしてもよい。
【００７１】
　ユーザがＤＳＣ１０１の記憶部１０６に格納されている前の画像をＰＪ２０１で投影し
たい場合は、以下のような操作を行う。
【００７２】
　まず無線ポート２０２に近づけてあったＤＳＣ１０１を遠ざける（Ｓ１１１６）。する
と近接無線転送技術によって、ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は切断状態となる（Ｓ１１１７
）。各装置の内部では、切断状態になったことをアプリケーション部１０７，２０７に通
知する（Ｓ１１１８，Ｓ１１１９）。通知を受信した各アプリケーション部１０７，２０
７は、上位切断タイマを起動し、ＰＪ２０１では投影を中止する。
【００７３】
　ユーザが上位切断タイマのタイムアウト前に、接触処理Ｂを用いてＤＳＣ１０１を無線
ポート２０２に近づけた場合（Ｓ１１２０）、再度ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１は接続状態
となる（Ｓ１１２１）。無線データ送受信部１０２，２０３の各々は、アプリケーション
部１０７，２０７の各々に無線接続通知を行う（Ｓ１１２１ａ、Ｓ１１２１ｂ）。各アプ
リケーション部１０７，２０７は、接触処理の判断を行い（Ｓ１１２３，１１２４）、そ
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れぞれの機器で上位切断タイマを停止する。ここで図１１には無線接続通知と無線切断通
知を図示していないが、通知するような構成も可能である。接触処理Ｂと判断したＰＪ２
０１のアプリケーション部２０７は、前画像データファイルを記憶部１０６より読み込み
（Ｓ１１２５）、画像出力部２０４でスクリーン３０１へ投影される（Ｓ１１２６）。
【００７４】
　ＤＳＣ１０１を無線ポート２０２から遠ざけたことにより無線接続が切断され各アプリ
ケーション部１０７，２０７で起動した上位切断タイマが、タイムアウトした場合（Ｓ６
０５）は、上位切断を行い（Ｓ６０７）、画像転送状態を終了する。各アプリケーション
部１０７，２０７は、画像転送状態時の設定をリセットする（Ｓ６０８，Ｓ６０９）。
【００７５】
　以上のように、第４実施形態では、既に送信を行った前画像データファイルをＰＪ２０
１が表示する際には、ＰＪ２０１に保存した画像データファイルを表示させ、ＤＳＣ１０
１からの画像データファイルの転送は禁止される。このため、ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１
の間において画像データファイルの無駄な転送を省くことができる。
【００７６】
　以上、本発明の無線画像出力システムで近接無線転送技術の接続／切断に応じて、ＤＳ
Ｃの制御によって前回とは異なる画像データファイルを転送する動作の説明を行ったが、
適用可能な無線通信はこれに限られるものではない。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）やＮＦＣなどの無線技術の接続／切断を使用することも可能である。
【００７７】
　なお、第４実施形態では、ＤＳＣ１０１とＰＪ２０１の双方に接続タイマを設けて、そ
れぞれで接触処理（無線接続の状態）のタイプを判断し、前画像データファイルを表示す
る場合にはＰＪ２０１が自身の記憶部２０６からデータを取得するようにした。しかしな
がら、無線接続の状態のタイプの利用形態は、これに限られるものではない。例えば、第
１、第２実施形態における接続復帰時の押しボタンの判定の変わりに無線接続の状態のタ
イプを利用することができる。例えば、第１実施形態に適用した場合、図１２のステップ
Ｓ１２０９における処理の分岐を、図１０の処理で判定した無線接続の状態のタイプによ
り行うようにすればよい。また、第２実施形態に適用する場合には、図１３のステップＳ
１３０６における処理の分岐を無線接続の状態のタイプにより行うようにすればよい。も
ちろん、無線接続の状態のタイプは、上記実施形態で示されたものに限定されるものでは
ない。
【００７８】
　以上、実施形態を詳述したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラム
もしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、複数の機器
から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適用して
も良い。
【００７９】
　尚、本発明は、ソフトウェアのプログラムをシステム或いは装置に直接或いは遠隔から
供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該供給されたプログラムコードを読み
出して実行することによって前述した実施形態の機能が達成される場合を含む。この場合
、供給されるプログラムは実施形態で図に示したフローチャートに対応したコンピュータ
プログラムである。
【００８０】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００８１】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００８２】
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　コンピュータプログラムを供給するためのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体として
は以下が挙げられる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などである。
【００８３】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることが挙げられる。この場合
、ダウンロードされるプログラムは、圧縮され自動インストール機能を含むファイルであ
ってもよい。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに
分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても
実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラム
ファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれる
ものである。
【００８４】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布するという形態をとることもできる。この場合、所定の条件をクリアしたユーザに、
インターネットを介してホームページから暗号を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵
情報を使用して暗号化されたプログラムを実行し、プログラムをコンピュータにインスト
ールさせるようにもできる。
【００８５】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどとの協働で実施形態の機能が実現されてもよい。この場合、ＯＳなどが、実
際の処理の一部または全部を行ない、その処理によって前述した実施形態の機能が実現さ
れる。
【００８６】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれて前述
の実施形態の機能の一部或いは全てが実現されてもよい。この場合、機能拡張ボードや機
能拡張ユニットにプログラムが書き込まれた後、そのプログラムの指示に基づき、その機
能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行
なう。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】実施形態によるデータ供給装置としてのデジタルカメラの構成例を示すブロック
図である。
【図２】実施形態によるデータ処理装置としてのプロジェクタの構成例を示すブロック図
である。
【図３】実施形態によるデータ通信ステムの構成例を示す図である。
【図４】第１実施形態による上位接続シーケンス図である。
【図５】第２～第４実施形態による上位接続シーケンス図である。
【図６】第１～第４実施形態による上位切断シーケンス図である。
【図７】第１実施形態のメインシーケンス図である。
【図８】第２実施形態のメインシーケンス図である。
【図９】第３実施形態のメインシーケンス図である。
【図１０】第４実施形態における、接触方法の判断処理を示すフローチャートである。
【図１１】第４実施形態のメインシーケンス図である。
【図１２】第１実施形態のデジタルカメラにおける動作を説明するフローチャートである
。
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【図１３】第２実施形態のプロジェクタにおける動作を説明するフローチャートである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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